
臓器提供意思登録システムに関する作業班（第1回）  

議 事 次 第  

日時：平成18年1月16日（月）  

10：00～12：00  

場所：合同庁舎5号館  

専用第16会議室（13階）  

1 開 会  

2 議 事  

（1）臓器提供意思登録システムについて  

（2）その他  

3 閉 会   



臓器提供意思登録システムに関する作業班（第1回）  

配付資料一覧  

資料1 臓器提供意思登録システムに関する作業班開催要領  

資料2 臓器提供意思表示システムの整備について  

資料3 臓器提供意思登録システムのイメージ（案）  

資料4 諸外国における臓器提供意思登録システムについて   
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臓器提供意思登録システムに関する作業班開催要領   

（目的）   

第1条 臓器提供意思登録システムに関する作業班（以下「作業班」という。）  

は、厚生労働省健康局長より参集を求める有識者により、臓器提供意思  

登録システムに関し、専門的な観点から検討を行うことを目的として開  

催する。   

（検討事項）   

第2条 作業班は、臓器提供意思登録システムの基本的な仕組み、事業化に際  

して留意すべき事項その他の臓器提供意思登録システムに関する事項に  

ついて検討を行うものとする。   

（作業班の構成）  

第3条 作業班に参集を求める学識経験者は、10人以内で構成し、法律、医  

療及び情報システムに関連する学識を有する者とする。   

（会議の公開）  

第4条 作業班の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報  

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しく  

は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、班長は、会  

議を非公開とすることができる。   

2 班長は、作業班における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど  

必要な措置をとることができる。   



（議事録）  

第5条 作業班における議事は、次の事項を定め、議事録に記載するものとす  

る。  

一 会議の日時及び場所  

二 出席した作業班班員の氏名  

三 議事となった事項  

2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれ  

がある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵  

害されるおそれがある場合には、班長は、議事録の全部又は一部を非公開  

とすることができる。   

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、班長  

は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開しなければ  

ならない。   

（庶務）  

第6条 作業班の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室におい  

て総括し、及び処理する。   

（雑則）  

第7条 この開催要領に定めるほか、作業班の運営に必要な事項は、作業班が  

定める。  

②   
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臓器提供意思登録システムの整備について  

1．趣 旨   

厚生労働省・（社）日本臓器移埴ネットワークでは、これまで約1憶枚を超える   

カードを作成し、地方自治体、郵便局、コンビニエンスストア等に配備することに   

より、より多くの方に臓器提供に関する意思を表示していただけるよう取り組んで   

いる。  

しかしながら、   

① カードの所持率は10．5％（平成16年内閣府世論調査）で、カードを持って  

いないより多くの方に所持していただけるよう、カードの効果的な普及方法が  

求められていることに加え、   

② カードを持っている方でも、家族がそのことを知らなかったために、カード  

が発見されずに本人の意思が不明なままとなるケースや、カードの記載不備の  

ため意思が活かされないケースがある。   

また、心停止下での腎臓提供では、本人の書面による意思表示がある場合及び拒   

否の意思を表示している場合以外の場合には、遺族の承諾により提供することがで   

きることとなっているため、臓器提供を希望しない方の意思をより確実に確認でき   

る方策も求められている。  

このため、カード所持者の一層の増加を図るとともに、臓器提供に関する意思表   

示機会を拡大し、より確実に臓器提供に関する意思を確認することができるよう、   

臓器提供意思登録システムを整備する。  

2．実施主体   

（社）日本臓器移植ネットワーク  

ー1－   



3．基本的な仕組み（案）  

【登録の流れ】   

①（社）日本臓器移植ネットワークのホームページに設定された登録コーナーにア  

クセス（携帯電話からのアクセスも可能）。  

イ．新規登録の場合  

a 規約同意画面  

登録サイトの規約（登録サイトの運営、個人情報の取扱い、安全管理に関す   

る事項）を明示し、本人から同意を得る。  

b 入力画面  

l 意思表示に関する事項欄（以下の中から希望する項目を選択）   

・脳死下での臓器提供（提供する臓器の選択）   

・心停止下での臓器提供（提供する臓器の選択）   

・臓器提供をしない  

ii本人に関する事項欄  

一氏名、住所、生年月日、電話番号、ID（メールアドレス）、パスワード、  

パスワードを忘れた場合の措置  

口．登録内容の確認・変更・削除の場合   

a 入力画面   

・ID（メールアドレス）、パスワード、パスワードを忘れた場合の措置   

・登録内容の表示   

・変更内容の入力  

②入力内容確認画面  

③入力完了画面   

この画面を印刷して署名し、所持してもらってもよい。  

④後日、入力内容を記載した臓器提供意思表示カードを郵送。   

※現行の臓器移植法では、臓器提供については本人の書面による意思表示が要件。  

⑤登録（変更）内容を確認した上で本人が署名し、所持。  

【登録情報の利用】  

①事前に決められた者のみが独自のID、パスワードを所持  

②事例の発生後、一定の段階で検索  

③検索画面に当該者の氏名等の必要事項を入力  

④登録内容を確認  

【登録情報の管理】  

登録情報の管理体制の整備  

－2－   



4．事業化に際して留意すべき事項について（案）  

（D 登録する情報の内容  

・臓器提供意思に関する事項（臓器提供意思表示カード記載事項）、  

・本人に関する事項（氏名（漢字、フリガナ）、性別、生年月日、住所、電話番号、   

メールアドレス）  

・その他（パスワード等）  

② 登録内容の確認、変更、削除手続の方法  

・ID（メールアドレス）、パスワードの付与  

㌧パスワードを忘れた場合の措置  

・変更の場合は新たな登録内容のカードを送付  

③ 本人が登録した情報であることを確認する方法  

・登録された情報を登録された住所に郵送することにより確認してもらう。  

④ 個人情報保護に関する措置  

・利用日的及び方法（第三者提供（目的、内容、手段等）を含む。）の特定、明示、  

変更の際の通知  

・安全管理措置  

・登録情報にアクセスできる者の範囲（臓器移植ネットワークの職員のうち特定の  

者）  

⑤ 臓器移植コーディネート過程における活用方法  

・コーディネート過程で登録情報を検索する際のルール  

⑥ その他  

・登録者に説明すべき事項  

・蓄積される情報（転居者、死亡者等）の取扱い  

（蓼   
























